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 解 説  

１．フィリピンの外資規制 

 (1) ネガティブリスト 

フィリピンへの進出にあたっては、まず外資参入の制限について定めた「ネガ

ティブリスト」を確認する必要があります。同リストは、次のＡおよびＢに分類

され、規制業種・禁止業種、出資比率規制（100％禁止、25％・30％・40％以下に

制限）等が定められています。 

＜リストＡ＞ 

憲法および特別法により、外資参入が禁止・規制されている業種 

＜リストＢ＞ 

安全保障、防衛、公衆衛生および公序良俗に対する脅威、中小企業の保護を理

由として、外資参入が制限される業種 

 (2) 資本金に関する規制 

2019年２月に施行された改正フィリピン会社法により、会社設立に際しての資

本払込要件が撤廃されました。ただし、外国資本が 40％を超える会社において、

国内市場向け販売等を行う場合、最低払込資本要件は 20 万ドルと定められてい

ます。（先端技術あり or 50人以上の直接雇用の場合は 10万ドル） 

 

２．フィリピンの外資優遇制度 

  2021 年４月にフィリピンでは CREATE 法（共和国法第 11534 号）が施行され、従

前複数機関により付与されていた優遇措置は一本化されました。 

  CREATE法では、政府が規定した戦略的投資優先計画（SIPP：Strategic Investme 

Ｑ． 

当社は塗装装置の設計・製造・販売を行っています。フィリピンに製造拠点を

設立し、日本やアメリカ等に輸出したいと考えていますが、同国での会社設立に

関する規制や優遇制度について教えてください。また、レンタル工場の情報はど

のように集めればよいでしょうか。（製造業） 

 

Ａ． 

フィリピンでは「ネガティブリスト」により規制業種・禁止業種・外資出資比

率が定められており、また、特定の要件を満たした外資企業においては、法人所

得税の減免等の優遇措置を受けることができます。 

信金中金の海外拠点より、レンタル工場にかかる関連情報等を提供することが

できますので、お取引の信用金庫を通じてご相談ください。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/9_Philippines_ManufacturingExpansion.pdf

